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［序 章］ 

  被告国の対応は、東日本大震災に伴う東京電力株式会社福島第一原子力発電

所の事故（以降、「本件事故」という。）の真相を意図的に滅却させようとして

いる。  

真相とは、発電所が地震と津波で壊れることを察していながら、被告東電に

対策をさせなかった監理・監督の任務懈怠を世間に晒して、被告東電に「想定

外」と偽装させたことは、まさに欺罔が行き着いた責任回避である。 

  このために、本準備書面において、原子力安全の責任が集中している規制

主務省庁を代表する原子力安全・保安院が、事故前に報告していた「原子力安

全・保安院 8 年間の施策（原子力安全関係）」で、「事故には至らないシナ

リオが想定されていたこと」を、原告が双葉町災害対策本部長の立場で、

詳しく解説することとする。 

 

したがって、当「原子力安全・保安院 8 年間の施策」（丙ハ第 128 号証）が

いう、被告国が安全規制を正確で速やかに実行させていれば、双葉町の自治権

侵害が起こらず、原告及び双葉町民たちは、本件事故による苦難・苦役に誘導

されることなく、自分の生存権・健康権はもちろん、双葉町から離れざるを得

ない理由が、全く存在しなかったことがよくわかる。 

 

  当、第３８準備書面は、被告国及び被告東電がいう指摘事項を、本件事故

前に完成させていれば、本件のようなレベル７かける 4基＝28の規模による、

多種・多重な被害による損害を防げたと主張するものである。 
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［本 論］ 

第 1 章 規制主務省庁の原子力安全姿勢 

   「原子力安全・保安院 8 年間の施策」で説明したこと（被告国 証拠丙

ハ第１２８号証から） 

    

 

 

（1 頁 本文資料 以下同じ） 
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規制当局の体制整備（組織、人材、マネジメント体制） 

（１）原子力安全規制の体制～１～ 

 

（4 頁） 

原告の解釈：「経済産業省は、エネルギーとしての原子力の安全
規制を一元的に所管。」と記されているので、本件事故は、一

元的に経済産業省の責任となることが、ここで証明されたので、東日

本大震災に伴う東京電力株式会社福島第一原子力発電所の、事故の責

任から逃げることはできない。 
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（５頁） 

原告の解釈：上記図表に原子力安全規制の構図が明記されているので、原告が解

釈を加える必要がない。よって、本件事故の全てにおいて、内閣府以

下、この構図にある者たちは、原告に対して、被告国は責任の転嫁及

び放棄をすることはできない。 
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（１）原子力安全規制の体制～２～ 

 

（６頁） 

原告の解釈：原子力安全規制の体制が存在していたことを明記してあるので、本 

件事故以前において、人員は補強されており、質の向上もされていたので、

原子力保安検査官と原子力防災専門官の行方が、分からなくなることは許

されない。 
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原告の解釈：原子力安全・保安院の組織表が示されている。これにより、責任

の所在が明確になっている。保安院長から原子力保安検査官事務所 21

か所の指揮命令系統がしっかり明記されている。末端の責任の総責任者は、

保安院長にあるので、些細なトラブル等も含め、監督責任から逃れられな

い。 
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（８頁） 

原告の解釈：上記の「原子力安全規制の全体像」を見れば、建設準備段階から建

設、運転に至るまでとは、「本件事故」に至るまで原子力安全委員会が関わっ

ていたことが明記されている。このため、「本件事故」の全体の責任者

ということができる。したがって、原子力安全委員会らは姿を消しても、

事故時には存在していたのだから、事故を招いて原告らに強制している苦

役と、双葉町の社会秩序を壊した責任は、しっかり現存している。 
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(10 頁) 

原告の解釈：原子力安全・保安院が言う 4 つの行動規範についての責任がある

ので、本件事故の責任があることは明確である。特に、業務執行の透明性

において、原告ら発電所周辺自治体が有していた「原子力災害合同

対策協議会」に参席する権利について、参集の呼びかけをしなかった

責任は、政府に存在する。したがって、原告ら双葉郡の各町長は、事故情

報の共有並びに協議の機会を阻まれてしまった。これは極めて悪質な事件

であるので、赦免することは絶対にできない。 
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（11 頁） 

原告の解釈：「理念１；安全規制が明確であり、公開されていること」〇

国民の視点に立って、安全規制の考え方、各種の基準や、実際に講じた措置、

日々の規制活動について、透明性を確保しつつ、十分な説明を行うことが必

要。と、記されている。本件事故の前後において、理念 1 は、全くのウソ

だったので本件事故に至っている。これを背任という。 

福島県原子力発電所安全確保技術連絡会を構成していた、双葉郡と地震と

津波問題を主題とした技術的な会議を一度も開催していなかった。一番被害

が及ぶ立地町を排除して、遠く離れた東京で作られた安全論に、本件事故は

騙された結果を示す。双葉町が、架空の安全論に騙された、現在の惨めな姿

である。 
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（12 頁） 

原告の解釈：先ず、    内の〇印の記述は非常に大切だ。本件事故では、こ

れが果たされていないところに、問題が潜んでいる。被告らの世論操作で、

ここに示す、原子力保安検査官、原子力防災専門官らの責務が隠されたま

まになっている。このため、本件事故後の対応は、災害対策基本法並びに、

原災法に準じたことが全く行われていないことを違法という。 

   更に、「・オフサイトセンターの立上げ」については、事故当初から

現在に至るまで、正式な立上げが行われていない。内閣府政府災害対策本

部及び原子力保安検査官と原子力防災専門官らによる、責任放棄並びに原

災法違反による被害が続いている。 
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２．技術支援機関の整備 

 

(19 頁) 

原告の解釈：   印の組織は、任意で行政法人ではないので、国民は法的制約

を受けることはない。これらの任意組織の資金源が公的支援なのかを問い、

もし、原子力産業等の組織からの支援だとすれば、利益共有になって公平・

公正が確保できなくなるので、ここの組織図から排除しなければならない。  

 因みに、原告が調べた限りでは、IAEA,ICRP,UNSCEAR等は、任意

団体であるので、原告（双葉町災害対策本部長）の主権を侵害することは

できない。 
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３．原子力防災対策の推進 

 

(21 頁) 

原告の解釈：上記「①原子力防災体制等の整備」は、既に過去形になっているの

で、認識されて、実行されているとみるのが自然だ。したがって、原告が

ことさらに申し上げるまでもないこと。４番目の「・また、原子力緊急

事態発生時の関係機関の役割分担等を定めた原子力災害

対策マニュアル類を策定。」と記されているが、本件事故ではこの

マニュアルを排して、法にないことを強制する組織が官邸に作られて、原

告ら国民は大きな妨害と損害を、受けさせられていることも損害賠償請求事

案である。 
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(22 頁) 
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原告の解釈：「②原子力防災に係る施設・資機材の整備」では、オフサイト

センターの整備が語られている。本件事故では、何ゆえに大熊町のオフサ

イトセンターが活用されなかったのか、大きな疑問がある。活用させない

理由は何か、探ると発電所周辺自治体の参席が邪魔だったようだ。「③の原

子力総合防災訓練等」において、原告ら双葉町災害対策本部は参加して

いた。本件事故で参加させない理由はいたって簡単で、情報を共有すると、

ウソで事故対応をすることが、ごまかせなかったのだと推測している。そ

うでなければ、例え停電があったとしても、停電が回復した３月 12日の午

前３時には、一斉召集装置のボタンは押せたはずだが、原告が双葉町災害

対策本部長でいる間は、原子力防災専門官から召集の呼びかけがなかった。

やればできたのに、召集させなかったのは、疎外の意図の悪意があったと

睨んでいる。 

 

 

 

（34 頁） 
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原告の解釈：上記の「今後の課題・方針」について、（１）から（４）まで、個

別事案についての具体的な対策について語っていない。一番大事な B.５．

ｂ対策が示されていないのは不自然である。現場は１つしかない解決方策

に沿うが、「今後の課題」が述べようとしている方法論は、現場が必要とし

ている個別具体的な数表とフローチャートが、欠落しているので使えない。 

 

５．安全技術基盤整備の推進 
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（35頁） 

原告の解釈：上記図表は、仮想プランに過ぎないことがすぐわかる。本件事故で

は、このプランが実際役に立てたのは、何があったのだろうか。ただの机上プ

ランだったように観測している。被告東電のトラブルは日常的に起きていた。

又、不都合事象もたびたび起きていたことは、「福島県原子力行政のあらまし」

に詳述されている。 

 

Ⅱ.各規制分野における業務の着実な実施と制度の充実化 

１．原子力発電規制分野（安全審査関係） 
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 原告の解釈：上記には、8年間の許認可実績が記されている。新増設が 3か所、

プルサーマルは 4 か所の許認可を行っていることが記されている。過去 8 年間

の全ての許認可数は上記表で確認した。更に、審査中の案件として、新増設 2

件、プルサーマル 2 件となっていることが示されている。したがって、原子力

安全・保安院は、原子力発電所を集中して許認可を管轄しているので、福島第

一原子力発電所が自然現象で壊れたのは、想定外ではなく設計・審査

が、発電所の安全を満足していなかったということを示しているから、

本件事故の責任は絶対に免れることはない。 
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原告の解釈：上記では、耐震設計審査指針の改訂を行い、耐震安全性を評価して

いる。ここで、【「平成 21年７月 福島第一原子力発電所及び福島第二原子力発

電所の耐震安全性について」という原子力安全・保安院が福島県原子力発電所

安全確保技術連絡会に提出した資料を読むと、１．耐震設計の基本的考え方と

耐震バックチェックについて、４頁には、原子力発電所の耐震設計の基本的な

考え方として、原子力発電所の耐震設計は、原子力安全委員会が定めた『発電

用原子炉施設に関する耐震設計審査指針』に従い設計 その基本的考え方は、
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大きな地震があっても、発電所周辺に放射性物質の影響を及ぼさない安全上重

要な『止める』、『冷やす』、『閉じ込める』機能が確保されるように設計。 

           

被告東電及び国が主張している「想定外」に、免責規定は盛り込まれていない。

本件事故のように、「想定外」を主張できるのであれば、耐震設計審査指針な 

どは不要である。しかし、ここに、耐震設計審査指針が存在していたのだから、

被告らが言う「想定外」は責任逃れの言いわけに過ぎず、本件事故

の罪を免れることはできない。 

 

● ここで話題を福島県に置き換える 

以下に、双葉町が参加した、福島県原子力発電所安全確保技術連絡会の会議録に

ついて述べる。 

 



 22 / 54 
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 2009（平成21）年 7月 23日 

 左、福島民友新聞記事、右、福島民報新聞記事 

 平成 21年 7 月 22日に行った、平成 21年度第 2回福島県原子力安全確保技術

連絡会について報じられた記事。 
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以下は、同上の会議で示された重要資料 
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したがって、原発は壊れない 
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 31 / 54 
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 36 / 54 

 

 

 



 37 / 54 
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原告の解釈：平成21年 7月 22日に行われた「福島県原子力安全確保技術連絡会」

に提出された資料には、全て安全が担保されている。これが事実だったら、本件

事故は起こらなかった。しかし、見事というか、手の施しようがないままに、第

一原子力発電所は全壊した。火災でいえば全焼という状態は、全ての人が認める。 

 この会議に使われた資料には、直嶋経産大臣が「津波抜き」を決断

した結果により、津波の言葉は全く出てこない。 

 「福島県原子力安全確保技術連絡会」のこの会議は、
被告国の欺罔に騙された。したがって、本件事故は津波で
はなく、対策をさせなかった原因の「人災」である。 

●  本論に戻る 
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原告の解釈：中段の「〇～原子力安全委員会は、保安院の評
価は妥当であるとする見解を取りまとめている。」と記し

ている。後段の「〇7 号機については、～2月 18日に原子力
安全委員会は、保安院の評価は妥当であるとする見解
を取りまとめている。」と、2つの〇で、保安院の評価が妥当と判断し

た原子力安全委員会も、原子力発電所の安全について、責任がある。したがって、

被告国に原発行政の責任があることを上記の記述で証明されている。当、裁判で、

原告に対して責任回避はできないのである。 
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 原告の解釈：「原子力発電所の耐震安全性に係る信頼性の一層の向上を図るため

の今後の取り組みについて」本件事故後の責任回避を見ていると、上記の記述は、

「絵に描いた餅」に過ぎない。本当に現場に密着した構造力学を語

れば、震度ごとの、たわみ、変位、変形、破断、限界等の最

悪の事態を具体的に示す必要がある。（1）から（４）までの記述に

は、抽象論で、実数を述べられていないので、原告が当時、この報告を受けて

いれば、プルサーマル運転の同意は受け付けなかった。 
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 原告の解釈：原告はかねてから、中央操作室の被ばくには気にしていた。とい

うのは、電線の貫通部の隙間の処理はどうしているのかと気にしていたが、事

故が起きてしまい手遅れだった。原告は、設備屋として第一原発の一般区域の

工事を行ってきていたので、機械と操作盤の間の電線は、コンクリートの壁を

通過して結線しなければならないので、A区域と B、C、D 区域の貫通部の処理

が気になっていたので、副所長あたりに聞いていたが、所詮現場を知らない出

世コースなので、答えにならない答えを聞いていた。上図には、ガンマ線種が

中央操作室に入って、人が被ばくしている様子が描かれている。実際は、希ガ

スから各種の放射性物質が侵入していただろうが、東京電力の隠ぺい工作で、

社員たちはこの部屋の汚染実態を言い出せないのだろう。 
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2．原子力発電規制分野（検査関係） 

 

 原告の解釈：「法律上」の言葉には、怪しい意味が含まれている。「法律上」は

だれにとってなのかを考慮しないと、本件事故のように、被告国の責任回避に

使われてしまう恐れが潜んでいるので、注意が必要である。原子力発電所の品

質保証が実施されていれば、本件事故は発生しなかった。又、保守管理をしっ

かり行っていれば、本件事故は起きなかった。本件事故が起きたのは、

上記の品質保証と保守管理の 2 つを確実に行っていなかった

からで、決して「想定外」ではない。この場に及んで、被告

国は、これ以上ウソをつくことはできない。 
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 原告の解釈：新検査制度の導入に当たっては、高経年劣化が進んでいるのに、

定期検査の間隔を引き延ばそうという計画を原告は断った。原告が経験してき

たメンテナンスでは、経年劣化を考慮しないと主機だけでなく、補機等周辺の

劣化が同じく進んできていたので、一律な検査方法では劣化具合の判断ができ

ないために、個所ごとに点検しないとダメだと強く言い、改正の考え方に注文

した経緯がある。 

 本件事故後には、官邸主導の「内閣府原子力被災者生活支

援チーム」がこの文書を読んでいたら、発電所周辺のうるさ

い首長らを排除して、不当なことを原告らに押し付けること

は決してできない。 
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原告の解釈：生じた亀裂の科学的、合理的判断とは、い
かなるものか理解しがたい。机上論で科学的、合理的
という判断を、机上で作文を書くことはできる。現場
で机上の作文のような、あいまいな判断をしていたら、
本件事故のようになってしまう。 
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 原告の解釈：「福島県原子力行政のあらまし」（甲イ第 19 号）平成２２年度

版の79頁以降 95 頁までに、原子力発電所の事故、トラブルの詳しい内容が

記載されているので、これを参照して、「総点検のねらい」を定めていれば、本

件事故を想定外と呼ぶこともなかった。本件事故の根源は、ここの反省を現場

に生かさなかった驕りの結果である。 
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原告の解釈：新検査制度については、何度か会議をしたが、新しいとは感じな

かった。特に（３）の振動計を用いることを新しい技術というのは、視野が狭

い証拠である。既に、振動計を使用するのは一般的な方法で、その計測

で回転体の状態を監視するのは常識になっていた。現に、原告が双葉

町長になる前には、振動計を使い、回転体の状態監視をしていたので、

（３）のことを聞いたとき、保安院の軽挙妄動が気になっていた。 
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（100 頁） 

原告の解釈：上記について、原告の経験から言えば、トラブル報告のない日はな

かったと記憶している。ということは、原子力規制の任にある原子力安全・

保安院保安検査官たちの監視・監督が行き届いていないということになる。

よくも恥ずかしくなく、上記のトラブル事象を記載したのかわからないが、

ここでは、最高の使命感と、責任感並びに現場力のなさを物語っている。 
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(101 頁) 

原告の解釈：上記は、現場で、現場を管理すれば成果が上がる。しかし、机上論

では、現場に浸透しない。まして文官が現場を指揮することは、かえ

って問題を見逃してしまい、手遅れになりトラブルにつながって

いたので、東京で現場を指揮するのは危険性がある。これを見かね

て原告は、かつて大出元第一子力発電所所長に、失敗を繰り返さないため

に「失敗に学ぶ教室」を作らせた経緯がある。 
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(105 頁) 

原告の解釈：上記は、見通せない体質を表している。現場の経験と五感の積み上

げをすると、先読みができるようになる。これが可能になるのには、現場

を知らないと無理である。柏崎刈羽のトラブルは、先読みができていなか
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ったためのトラブルと思う。もっと、現場を直視できる監督官教育が必要で

ある。 

（106 頁） 

原告の解釈：保安院の存在が、現場を狂わしているように理解できる。上記 

 は作文のようだが、今日まで地震学者が地震を予見して、災害

を未然に防いだことは全くないことを問題視すべき。 
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   すべて、事後の言いわけと、現場に合致しない言葉で国民を混乱させて

い 

る。被告らは確率的というが、地震学者らがいう確率と事実とのつき合わせ 

をして、正確性の比較をしなければならないのではないか。 

 

 

（107 頁） 

原告の解釈：上記の    内の住民への直接の情報提供はされていない。 

国民自身が安心できる体制を干渉チェックするだけで、偽装・裏切組織の

保安院は不要になる。事故後に姿を消し、証拠隠滅を図ったことからも、保

安院のでたらめさが理解できる。 

   保安院及び傘下の原子力安全基盤機構及び原子力安全委員会らが、身を隠

している原子力規制庁の安全規制の行方がとても心配である。 
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むすびに 

 ここまで、丙ハ第１２８号証を引用して、原告が自身の経験と双葉町長と

しての事実に基づき、批評をしてきたが、「記載されている内容に基

づいた福島第一原子力発電所の安全規制」を原子力安全・

保安院が行っていたら、絶対に被告東電が言う「想定外」

の事故に至ることはなかった。 

   しかし、東日本大震災に伴い、東京電力株式会社福島第一原子力発電所は

事故を起こしてしまった。先の、最高裁判所が判示した、対策工

事をしても事故は防げなかったということは間違いで、現

場の事実を偽証している。 

   なぜなら、丙ハ第１２８号証に記されている内容に基づいた安全監理・規

制を、原子力安全・保安院が実行していれば本件事故は、未然に防ぐことが

できたのは明白である。 

   本件事故が起きた原因は、発電所の監理を集
中していた原子力安全・保安院の怠慢と、管
理能力の欠如を主因とする「人災」である。 

丙ハ第１２８号証は、原子力安全・保安院の正体を見るのには役に立つも

のである。しかも、反省と対策が明記されており、原子力発電所の安全は、

原子力安全・保安院に監督責任が、唯一、集中していることも明らかにされ

ている。 

本件事故後に原子力安全・保安院は姿・形を消したが、事故時には存在し

ていたのだから、事故防止の責任から逃れることはできない事由が、丙ハ 128

号証に明記されているので、事故を招いた無期限の責任を原告、国

民に果たさなければならない。  

                               おわり 
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